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柏市指定管理者候補者選定委員会設置要領

制定 平成１７年 ９月２８日

施行 平成１７年 ９月３０日

（趣旨）

第１条 この要領は ,柏市公の施設に係る指定管理者の指定手続等

に関する条例（平成１７年柏市条例第１０３号。以下「条例」とい

う。）及び柏市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

施行規則（平成１７年柏市規則第１３８号。以下「規則」という。）

に基づく柏市指定管理者候補者選定委員会の運営に関し必要な事項

を定めるものとする。

（選定委員会の委員）

第２条 規則第４条の２第２項の規定により，公の施設の管理を行

わせようとする期間における指定管理者に支払う費用の総額が５，

０００万円以上の案件その他これに類する案件以外の案件の場合

における選定委員会の委員は次の各号に掲げる者のうちから市長

等が委嘱し，又は任命する。この場合において，第１号及び第２

号に該当する者として委嘱される委員の合計の数は，２人以上と

し，第３号に該当する者として任命される委員の合計の数は２人

とする。

(1) 公の施設又はこれに相当する施設の管理又は運営に関し識見

又は経験を有する者

(2) 公の施設の利用者

(3) 企画部の参事又は副参事の職層にある者

(4) 総務部の参事又は副参事の職層にある者

(5) 財政部の参事又は副参事の職層にある者

(6) 公の施設を所管する部の参事又は副参事の職層にある者

(7) 公の施設を所管する課の参事又は副参事の職層にある者

２ 規則第４条の２第２項の規定により，公の施設の管理を行わせ

ようとする期間における指定管理者に支払う費用の総額が５，０

００万円以上の案件その他これに類する案件以外の案件の場合に
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おける選定委員会の委員長及び副委員長はそれぞれ前項第３号に

該当する者として任命された委員をもって充てる。

（庶務）

第３条 選定委員会の庶務は，施設所管課において処理する。

（補則）

第４条 この要領に定めるもののほか必要な事項は，市長が別に定

める。

附 則

（施行期日）

１ この要領は，平成１７年９月３０日から施行する。

（経過措置）

２ この要領の施行の日前になされた所掌事務に関する手続は，こ

の要領によりなされた手続とみなす。

附 則

この要領は，平成１７年１２月２８日から施行する。

附 則

この要領は，平成１９年８月２２日から施行する。

附 則

この要領は，平成２０年７月２３日から施行する。

附 則

この要領は，平成２１年５月１１日から施行する。

附 則

この要領は，平成２２年４月２３日から施行する。

附 則

この要領は，平成２２年９月１６日から施行する。
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附 則〔題名改正〕

この要領は，平成２４年２月１６日から施行する。

附 則

この要領は，平成２４年５月１０日から施行する。

附 則

この要領は，平成２５年４月１日から施行する。

附 則

この要領は，平成２６年３月２４日から施行する。

附 則

この要領は，平成２７年４月１日から施行する。

附 則

この要領は，平成２９年４月１日から施行する。


